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縁
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入
、
結
語
及
三
寸

　
　
　
　
一
、
は
じ
か
き

古
い
繰
遇
の
纒
ま
っ
た
も
の
こ
し
て
比
較
的
早
く
學
界

に
知
ら
れ
た
も
の
は
、
も
ご
南
都
大
乗
院
の
所
業
で
、
今

　
　
　
第
千
巷
　
　
研
　
究

は
東
京
謹
國
寺
に
｛
裁
す
る
、
清
水
寺
溝
晶
晶
輯
の
「
諸
寺
線

起
集
」
で
、
阿
闇
梨
皇
圓
の
扶
桑
略
記
中
に
引
用
せ
ら
れ

た
多
く
の
古
縁
起
ご
共
に
、
古
代
寺
院
志
研
究
者
に
取
っ

て
貴
重
な
る
史
料
ご
な
っ
て
居
る
が
、
そ
れ
に
も
比
す
べ

き
古
い
も
の
は
、
醍
醐
三
賢
院
所
蔵
…
の
「
諸
寺
緑
趨
」
で
あ

る
。

醍
醐
本
諸
轡
線
起
研
…
牧
コ
兀
興
寺
線
起
」
に
就
い
て
（
上
）

　
此
の
書
の
存
在
が
何
時
の
頃
か
ら
學
界
に
知
ら
れ
た
か

は
確
か
で
な
い
。
併
し
三
分
が
始
め
て
そ
れ
を
知
っ
た
の

は
、
だ
し
か
明
治
三
十
七
年
に
故
準
子
鐸
嶺
町
が
、
「
法
興

寺
ご
元
興
寺
」
こ
い
ふ
論
文
を
雑
誌
歴
吏
地
理
に
獲
表
せ

ら
れ
て
か
ら
除
雲
脚
に
な
っ
て
、
博
物
館
へ
珍
本
を
借
り

出
し
た
か
ら
見
に
來
ぬ
か
と
い
ふ
事
で
、
同
潜
の
下
宿
で

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
囁
　
　
｛
九
　
（
四
九
九
）

’



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
究

赤
表
紙
十
…
幾
珊
か
の
同
書
を
示
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
Q
今

日
で
は
其
の
元
興
寺
に
慰
す
る
も
の
は
大
田
本
柱
澱
全
書

中
に
牧
録
せ
ら
れ
て
、
何
人
も
容
易
に
之
を
児
る
を
得
る

襟
に
な
っ
て
居
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
流
石
博
覧
の
李
子
心

も
其
の
存
在
を
知
ら
れ
す
、
右
の
論
文
を
書
か
れ
た
際
に

も
、
元
興
寺
の
古
廟
起
は
僅
か
に
上
宮
太
子
拾
遽
記
中
に

引
話
せ
ら
れ
た
断
片
的
の
も
の
に
就
い
て
、
其
の
「
斑
を

推
測
せ
ら
れ
た
に
遇
ぎ
す
、
其
の
後
「
豊
浦
寺
考
」
を
登
表

さ
れ
た
際
に
鞭
て
も
、
ま
だ
そ
れ
を
見
る
に
及
ば
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
當
時
宮
分
は
元
興
寺
の
草
創
に
就
い
て
｝
牛
子
潜
ざ
意
見

を
異
に
し
、
座
上
で
同
君
ご
議
論
を
岡
は
し
た
事
も
あ
り

是
に
虚
し
て
一
文
を
起
稿
し
か
け
て
居
た
際
で
も
あ
っ
た

の
で
、
喜
ん
で
同
君
ご
共
に
其
の
中
の
元
興
寺
に
回
す
る

分
だ
け
は
通
讃
し
た
事
で
あ
っ
た
。
其
の
際
自
分
は
一
見

其
の
縁
起
文
の
内
容
か
ら
、
そ
れ
を
壷
焼
£
断
定
し
て
鋤

け
た
の
で
、
同
君
が
熟
心
に
反
命
意
見
を
主
張
せ
ら
れ
π

醍
醐
本
詰
寺
緑
超
所
牧
「
元
興
毒
緑
越
」
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
二
〇
　
（
五
〇
〇
）

事
を
五
感
し
て
居
る
。
蓋
し
同
霜
が
既
に
獲
表
せ
ら
れ
π

「
法
興
寺
ご
元
興
寺
」
の
論
罪
が
、
拾
遺
記
援
引
の
此
の
隷

迎
の
文
か
ら
、
爾
者
同
一
で
あ
る
べ
き
こ
ご
を
奥
書
き
し

て
居
ら
れ
る
所
が
少
く
な
か
っ
た
爲
で
あ
っ
π
の
だ
。

　
其
の
後
気
分
の
書
き
か
け
た
考
讃
も
未
定
稿
の
ま
、
に

久
し
く
筐
底
に
古
せ
ら
れ
、
他
の
研
究
に
取
り
ま
ぎ
れ
て

数
年
間
は
っ
ひ
忘
れ
た
ま
、
に
な
っ
て
居
た
の
で
あ
っ
た

が
、
明
治
四
十
四
年
に
論
敵
の
亡
子
鱈
が
没
せ
ら
れ
、
其

の
哀
悼
の
除
り
に
、
久
し
振
に
奮
稿
を
尋
ね
寵
し
て
、
そ

れ
に
補
訂
を
加
へ
た
の
が
、
翌
年
［
二
爾
南
丘
に
載
っ
た

「
元
興
寺
考
謹
」
で
あ
る
。

　
自
分
の
考
讃
の
趣
意
は
、
法
興
・
元
興
本
蕃
別
寺
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ふ
か
の
お
ふ

元
興
寺
は
も
こ
蘇
我
馬
子
が
鹿
深
臣
の
百
濟
か
ら
傳
來
し

た
彌
勒
の
石
像
を
得
て
嘉
し
た
石
川
精
含
や
、
司
馬
逮
等

戚
得
の
舎
利
を
得
て
建
て
た
大
野
豊
北
塔
が
本
こ
な
っ
た

も
の
、
法
興
寺
は
物
部
守
屋
討
伐
の
際
に
、
聖
徳
太
子
の

四
天
王
寺
建
立
の
誓
願
ご
同
時
に
、
馬
子
の
誓
願
し
た
所



に
基
づ
い
て
、
新
に
飛
鳥
の
地
に
讐
な
ま
れ
淀
も
の
で
あ

っ
た
ご
い
ふ
に
あ
る
。
郎
ち
元
興
寺
は
蘇
我
氏
の
私
寺
で

法
興
寺
は
馬
子
が
國
家
の
爲
に
創
建
し
た
寺
だ
こ
い
ぶ
に

あ
る
。
随
っ
て
最
初
は
法
興
寺
の
方
が
重
き
を
な
し
て
、

當
時
法
興
の
年
號
ま
で
が
繕
へ
ら
れ
た
程
で
あ
っ
た
が
、

後
に
は
蘇
我
氏
の
勢
力
の
ま
す
く
・
加
は
る
ご
共
に
、
其

の
腐
縁
た
る
元
興
寺
の
方
が
次
第
に
重
き
を
な
し
て
來
た

殊
に
天
智
天
皇
三
年
に
道
昭
が
露
朝
し
て
、
此
の
元
興
寺

内
に
長
里
を
螢
み
、
盛
ん
に
上
下
の
興
信
を
得
て
、
元
興

寺
の
法
相
宗
　
世
を
風
靡
す
る
に
及
ん
で
、
主
客
漸
く
其

の
位
遣
を
顛
倒
し
、
天
武
天
皇
九
年
に
は
法
興
寺
（
飛
鳥

寺
）
は
蓬
に
官
の
大
寺
の
列
か
ら
除
か
れ
て
、
僅
に
も
ビ

功
が
あ
っ
た
ご
い
ふ
の
理
由
で
、
特
別
に
猶
官
治
の
例
に

入
る
こ
い
ふ
氣
の
轟
な
も
の
こ
な
っ
た
に
反
し
て
、
元
興

寺
の
方
は
ま
す
ノ
＼
勢
力
を
勲
へ
て
、
…
逐
に
文
武
天
皇
朝

に
は
四
大
寺
の
列
に
加
へ
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
な
　
ら

斯
く
て
都
が
李
城
に
移
る
に
及
ん
で
、
一
且
此
の
爾
寺
は

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
劣

醍
醐
本
諸
寺
隷
魍
南
牧
「
元
興
寺
緑
魍
」
に
就
い
て
（
上
）

別
々
に
新
京
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
っ
だ
が
㌔
折
柄
盤
維
・

養
老
の
寺
院
合
併
奨
鰯
の
機
運
に
際
會
し
て
、
奈
良
に
於

て
も
、
亦
飛
鳥
に
於
て
も
、
幽
翠
蘇
我
氏
を
通
じ
て
此
の

緑
故
深
き
爾
大
寺
が
合
併
せ
ら
れ
て
、
後
に
は
專
ら
元
興

寺
の
名
を
以
て
呼
ば
る
、
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
是
が

膚
分
の
考
謹
の
要
領
で
あ
っ
た
。

　
右
の
考
謹
の
煙
弾
に
際
し
て
は
、
自
分
は
毫
も
問
題
の

「
元
與
寺
全
館
」
を
墾
僻
す
る
所
が
な
か
っ
た
Q
そ
れ
は
當

時
甲
信
を
閲
覧
す
る
便
宜
が
な
か
っ
た
の
ビ
、
】
つ
は
も

ご
く
そ
れ
を
儒
書
こ
し
て
重
き
を
続
い
て
屠
な
か
つ
．
た

の
で
、
わ
ざ
一
手
数
を
か
け
て
ま
で
そ
れ
を
借
b
出
す

程
の
熟
心
も
な
か
っ
た
が
爲
ゼ
で
あ
る
。

　
爾
寒
十
型
除
年
、
學
界
測
に
元
興
寺
に
繭
す
る
藩
し
い

研
究
を
上
す
、
爵
分
も
全
く
無
關
2
6
で
放
棄
し
て
近
年
に

及
ん
だ
の
で
あ
っ
だ
が
、
た
ま
く
大
正
十
二
年
に
至
っ

て
、
紳
審
璽
館
の
史
學
劣
塁
塞
攣
に
、
竹
島
寛
氏

の
「
元
興
寺
考
」
ε
い
ふ
、
箭
後
七
十
五
頁
に
渉
る
大
論
文

　
　
　
　
　
　
　
第
鱗
號
　
　
　
二
一
　
（
五
〇
一
）



置

　
　
　
第
十
雀
　
　
勲
爵

が
登
表
さ
れ
た
。
欝
黒
黒
　
分
は
そ
れ
を
心
付
か
す
に
居
た

の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
某
氏
か
ら
其
の
灘
誌
を
示
さ
れ
、

醍
醐
本
線
匙
を
本
ご
し
て
徹
頭
徹
尾
お
前
の
説
を
辮
駁
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
議
ん
で
見
る
が
よ
か
ら
う
ご

注
意
さ
れ
だ
。
併
し
其
の
頃
も
爵
分
は
他
の
研
究
に
忙
し

か
っ
た
の
ε
、
一
方
に
は
失
禮
な
が
ら
儒
繰
超
に
墓
つ
い

だ
論
考
の
、
副
底
眞
相
を
得
ら
を
べ
く
も
思
は
れ
す
、
随

っ
て
又
是
に
重
し
て
別
に
興
昧
を
戚
じ
な
か
つ
だ
の
こ
で

つ
ひ
一
年
籐
も
其
の
ま
、
に
し
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
然

る
に
學
界
に
は
該
縁
起
を
信
ず
る
も
の
が
多
い
ご
見
え
て

近
日
そ
れ
を
引
用
し
た
論
交
を
二
つ
ま
で
も
目
撃
し
た
の

で
、
少
閑
を
求
め
て
始
め
て
そ
れ
を
讃
ん
で
見
る
ε
、
成

る
程
悉
く
李
子
霜
の
法
興
元
興
同
型
説
に
賛
成
し
て
、
自

分
の
「
元
興
寺
考
謹
」
に
全
然
反
撮
し
た
も
の
で
あ
る
。
而

も
其
の
議
論
の
所
望
こ
す
る
所
の
も
の
が
、
某
氏
の
言
ふ

如
く
主
ε
し
て
例
の
醍
醐
本
諸
寺
縁
起
中
の
元
興
寺
儒
線

起
に
あ
る
事
を
知
る
を
得
穴
。
こ
、
に
於
て
か
今
以
て
大

醍
醐
木
諸
寺
軍
艦
所
敦
「
元
興
寺
隷
起
」
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
鰹
號
　
　
　
ニ
ニ
　
（
五
〇
二
）

燈
に
前
説
を
碓
信
ず
る
慮
分
に
取
っ
て
は
、
竹
島
氏
の
右

の
駁
論
は
言
分
に
翌
し
て
三
盛
漣
の
鶴
作
信
ず
る
に
足

ら
ざ
る
理
山
を
明
に
す
べ
き
義
務
を
負
は
せ
た
も
の
で
あ

る
こ
ご
を
擬
す
る
に
至
っ
た
乃
ち
同
緑
超
の
儂
値
を
精
査

し
て
、
兼
て
法
興
元
興
爾
寺
の
關
係
に
及
ば
う
ご
思
ふ
。

醍
醐
本
の
「
諸
寺
縁
超
」
は
其
の
第
一
甜
の
奥
書
に
、
「
建
永

二
年
七
月
達
書
寓
了
、
執
筆
劇
毒
献
」
ご
あ
っ
て
、
典

の
文
字
が
す
べ
て
同
筆
で
あ
る
事
か
ら
、
其
の
頃
の
書
寓

で
あ
る
事
が
明
に
せ
ら
れ
る
。
随
っ
て
現
存
縁
超
集
こ
し

て
は
、
其
の
繋
争
の
時
か
ら
で
も
七
百
籐
年
を
経
過
し
た

最
も
貴
重
す
べ
き
古
史
料
で
あ
る
に
は
相
互
な
い
。
併
し

な
が
ら
そ
れ
に
し
て
も
其
の
中
に
牧
め
ら
れ
た
此
の
元
興

寺
縁
超
の
如
き
は
、
此
の
寺
草
創
重
重
か
ら
は
す
で
に
六

百
賊
塁
を
聞
過
し
た
も
の
で
、
之
を
見
る
に
は
相
當
の
警

戒
を
伽
へ
る
の
必
要
が
あ
る
こ
ご
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

元
來
妄
語
戒
を
五
戒
の
一
に
酬
い
た
筈
の
佛
激
の
徒
も
、

寺
門
興
隆
の
爲
、
衆
生
濟
度
の
爲
ご
あ
ら
ば
、
所
謂
善
巧



方
便
こ
し
て
、
可
な
り
自
々
し
い
嘘
を
言
っ
て
も
許
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
殊
に
史
料
の
里
美
に
流
布
す

る
も
の
乏
し
く
、
世
人
の
歴
吏
に
直
す
る
知
識
の
極
め
て

貧
弱
な
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
各
署
肖
己
の
寺
院
を
奪
か

ら
し
む
べ
く
、
或
は
寺
の
逸
物
を
保
澄
す
べ
く
、
若
し
く

は
其
の
所
領
を
鑛
張
す
べ
く
、
都
合
の
よ
い
漁
民
を
編
纂

し
或
は
儒
文
書
を
作
成
し
て
も
季
氣
な
も
の
で
あ
っ
た
。

随
っ
て
今
よ
り
見
て
古
い
記
録
交
書
で
あ
る
か
ら
こ
て
、

決
し
て
繋
累
な
し
に
之
を
信
用
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
は
勿

論
で
あ
る
。
殊
に
縁
起
に
は
虚
樵
の
隷
超
ご
儒
緑
趨
こ
の

測
が
あ
っ
て
、
よ
く
く
警
戴
す
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
虚
構
の
縁
起
こ
は
、
業
の
當
代
に
於
て
欝
へ
．
ら
れ
た

虚
構
の
説
を
正
直
に
記
録
し
た
も
の
、
僑
縁
剋
ε
は
蕉
物

に
假
托
し
て
、
後
よ
b
論
説
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
蒲

し
て
此
の
元
興
寺
綴
匙
の
如
き
は
、
遺
憾
な
が
ら
明
か
に

其
の
後
者
に
貸
す
る
も
の
で
あ
る
Q
帥
ち
主
な
る
伽
藍
緑

蓮
流
記
資
財
帳
な
る
も
の
は
、
天
季
十
九
年
の
法
隆
寺
の

　
　
　
第
＋
巷
　
研
究
．

　
　
　
　
　
　
　
　
嶋

そ
れ
に
模
倣
し
て
、
後
よ
）
作
成
し
た
も
の
で
、
其
の
他

の
も
の
も
亦
肥
れ
も
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
儒
緑
起
な
の
で
あ

る
。
其
の
言
ふ
所
は
全
く
日
本
紀
以
下
の
記
事
ご
背
馳
し

爲
に
す
る
所
あ
っ
て
儒
作
し
た
形
遊
の
甚
だ
明
瞭
な
る
も

の
で
あ
る
。
以
下
項
を
分
っ
て
其
の
然
る
所
以
を
述
べ
や

ア
ブ
。

醍
醐
宏
」
諸
専
終
｝
艶
」
研
門
牧
「
元
興
寺
縫
｝
艶
に
に
就
い
て
（
上
）

二
、
元
興
寺
縁
瀧
、
一
名
佛
本
飢
凍
記
．

　
醍
醐
本
の
「
諸
寺
緑
旭
」
は
其
の
名
の
如
く
、
数
多
の
寺

院
の
縁
越
を
牧
録
し
た
も
の
で
、
営
時
是
等
の
寺
院
が
如

何
な
る
縁
趙
書
を
有
し
て
居
た
か
を
知
る
に
は
絶
好
の
好

資
料
で
あ
る
が
、
今
は
専
ら
其
の
中
の
元
興
寺
に
溺
す
る

も
の
、
み
を
取
り
出
し
て
研
究
を
加
へ
て
見
る
。

　
該
書
算
む
る
所
元
興
寺
に
平
す
る
も
の
は
、
扁
、
元
興

寺
緑
起
一
名
演
本
傳
來
記
、
二
．
r
有
辟
記
ご
か
い
ふ
書
よ

り
引
用
せ
る
ら
し
き
聖
武
天
皇
の
宣
命
ご
い
ふ
も
の
、
三

元
興
寺
伽
藍
隷
起
流
記
資
財
帳
ご
題
す
る
も
の
。
此
の
三

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
ご
三
　
（
五
〇
三
）



　
　
　
第
＋
巻
　
　
研
究
等

つ
の
外
に
「
符
本
國
」
ご
題
す
る
繹
の
わ
か
ら
澱
古
記
ご
、

「
私
勘
」
ご
題
す
る
長
寛
、
こ
雄
大
法
師
慈
俊
の
抄
録
ご
が
あ

る
。
よ
甲
に
就
い
て
慕
琳
も
重
｛
要
な
の
は
「
元
興
山
守
伽
藤
一
緑
逸

流
記
資
財
帳
」
ご
題
す
る
も
の
で
、
初
に
所
謂
伽
藍
縁
類

を
長
々
し
く
叙
述
し
、
塔
露
盤
銘
及
び
丈
六
光
銘
を
録
し

絡
に
資
財
の
記
事
の
一
部
を
抄
録
し
、
其
の
資
財
の
記
、
事

ピ
光
銘
と
の
間
に
、
天
質
十
九
年
こ
月
十
一
縫
三
綱
牒
土

の
文
を
挿
ん
だ
も
の
で
あ
る
○
此
の
線
蓮
は
古
く
他
に
も

流
布
し
て
居
た
も
の
ご
見
え
て
、
皇
宮
太
子
小
遣
記
申
に

「、

{
元
興
寺
緑
熊
臼
」
こ
し
て
、
稀
に
は
「
元
興
寺
縁
趨
日
」

こ
し
て
少
か
ら
ず
贋
黙
せ
ら
れ
て
居
る
。
是
に
依
っ
て
醍

醐
本
緑
漣
の
誤
字
誤
爲
を
訂
正
し
得
る
場
合
が
少
か
ら
澱

の
み
な
ら
す
．
本
文
中
に
脱
交
あ
る
こ
ご
を
も
知
る
を
得

る
の
便
が
あ
る
。
此
の
縁
起
の
事
は
後
に
更
め
て
研
究
を
、

魏
へ
る
こ
ご
、
し
て
、
こ
、
に
は
先
づ
以
て
佛
本
丁
家
記

な
る
も
の
よ
り
観
察
を
始
め
る
。

　
元
興
寺
縁
超
一
名
佛
本
説
來
記
は
、
溝
範
輯
の
諸
寺
綴

醍
醗
本
濤
寺
隷
起
漸
牧
「
元
翼
寺
隷
趨
」
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
二
鰯
　
（
五
〇
四
）

起
集
中
に
も
短
め
ら
れ
た
玉
穂
な
も
の
で
、
初
に
欽
明
天

皇
十
ミ
年
佛
像
維
駁
傳
來
の
事
、
次
に
崇
峻
天
皇
元
年
太

　
　
　
　
む
　
　
　
む

子
馬
子
ご
元
興
寺
の
地
を
飛
鳥
に
定
め
ら
れ
た
事
を
記
し

絡
に
推
古
天
皇
二
十
一
年
癸
酉
に
田
園
封
戸
を
寄
附
せ
ら

れ
て
永
く
之
を
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
を
誓
ひ
給
う
た
歯

を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
、
に
元
興
寺
ご
あ
る

の
は
。
明
か
に
臼
本
記
に
法
興
寺
と
あ
る
も
の
で
、
爾
者

同
一
た
る
こ
ご
を
露
骨
に
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
其
の

文
中
に
鳶
推
古
天
皇
の
二
十
一
年
田
園
寄
附
の
事
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　

よ
り
、
「
天
安
二
年
戊
寅
に
至
る
合
せ
て
三
百
一
歳
」
ご
あ

る
の
で
、
竹
島
氏
は
此
の
出
超
が
其
の
天
安
二
年
に
書
か

れ
た
も
の
だ
ε
云
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

案
ず
る
に
天
安
二
年
は
推
古
天
皇
こ
＋
一
年
か
ら
は
二

百
四
十
六
年
で
、
本
記
に
云
ふ
如
く
三
百
一
年
ご
は
な
ら

ぬ
。
勿
論
是
は
謎
鎌
こ
し
て
一
笑
に
附
す
べ
き
事
で
あ
ら

う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
、
に
三
百
一
年
こ
い
ふ
数
を
掲

げ
た
に
は
意
昧
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

、



　
扶
桑
略
記
及
び
李
蟻
壁
太
子
田
田
を
案
ず
る
に
、
法
興

寺
落
慶
供
養
の
際
に
聖
徳
太
子
其
の
將
來
を
嘉
言
し
給
ひ

て
、
此
の
寺
三
百
年
の
後
に
霜
露
衣
を
霊
ほ
し
、
五
百
年

の
後
に
文
殿
慮
止
せ
ん
ご
言
は
れ
た
こ
あ
る
Q
而
し
て
扶

桑
賂
記
に
は
、
此
の
法
興
寺
は
即
ち
今
の
元
興
寺
な
b
ご

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
、
に
於
て
か
膚
分
は
思
ふ
。
も
ご
も

ご
此
の
豫
蕎
な
る
も
の
は
、
法
興
寺
な
る
元
興
寺
が
草
創

以
來
三
百
年
に
し
て
衰
強
し
、
五
百
年
に
し
て
荒
康
し
た

ご
い
ふ
事
實
の
あ
っ
て
後
に
於
て
、
前
以
て
之
を
樺
者
た

る
太
子
の
豫
察
し
給
ひ
し
所
こ
し
て
言
ひ
出
さ
れ
た
も
の

ビ
認
定
す
べ
き
で
あ
る
ご
。
現
に
寺
に
は
草
創
の
崇
峻
天

皇
元
年
か
ら
正
に
三
百
年
の
、
仁
和
三
年
に
此
の
寺
焼
亡

の
所
払
を
有
し
て
居
る
の
で
あ
る
Q
而
し
て
此
の
事
は
た

ま
く
以
て
略
記
及
び
傳
暦
著
作
の
年
代
を
、
所
謂
五
百

年
後
の
堀
河
天
皇
の
永
長
頃
以
後
に
推
定
す
べ
き
理
由
こ

な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
卓
立
傳
來
記
な
る
も
の

ば
、
更
に
其
の
痴
言
な
る
も
の
が
出
産
た
後
に
穿
て
、
欝

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究

醍
醐
本
藩
…
毒
線
超
所
牧
「
元
翼
響
繰
起
」
に
就
い
て
（
上
）

來
た
も
の
で
、
所
謂
霜
露
衣
を
霧
ほ
す
ご
い
ふ
三
百
年
を

天
安
ご
課
算
し
て
、
こ
ん
な
事
を
書
い
た
の
で
あ
ら
う
ご

考
へ
る
。
随
っ
て
此
の
縁
起
に
、
日
本
紀
に
所
謬
法
興
寺

を
直
ち
に
元
興
寺
オ
書
き
改
め
て
あ
る
こ
い
ふ
事
は
、
法

興
寺
が
元
興
寺
に
併
合
さ
れ
た
後
に
於
て
　
寺
に
其
の
草

創
の
所
傳
を
失
っ
た
も
の
こ
し
て
、
固
油
り
雨
寺
本
來
同

「
で
あ
る
と
の
謹
糠
に
な
ら
濾
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

爾
此
の
緑
超
に
は
其
の
絡
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
難
波
天
皇
之
代
辛
亥
正
月
五
日
、
授
二
面
書
三
通
一
。
　
扁
通
治
部

　
　
　
　
　

　
省
、
一
通
櫓
綱
所
、
哨
通
大
和
國
。
具
福
二
徳
記
二
。

　
　
　
（
註
）
醍
醐
本
に
に
「
五
口
し
た
「
吾
」
に
談
り
、
コ
ニ
趣
」
の
下
の
「
｝
通
し

　
　
　
の
二
字
為
脱
し
、
次
の
「
通
」
の
字
た
「
減
」
に
誤
る
。
今
清
範
集
に
よ

　
　
　
り
て
訂
正
す
。

．
ご
あ
る
。
遮
れ
果
し
て
何
を
意
昧
す
る
か
。
次
の
伽
藍
縁

処
に
は
、
所
謂
伽
藍
線
趨
の
末
に
「
難
波
天
皇
之
世
辛
亥

年
正
月
五
日
、
授
塔
露
盤
銘
一
」
ご
あ
り
て
、
興
の
下
に
所

謂
露
盤
銘
な
る
も
の
を
書
き
つ
い
で
あ
る
の
で
あ
る
Q
そ

・
こ
で
竹
島
氏
は
、
此
の
正
月
五
日
に
授
け
た
こ
い
ふ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
盤
　
　
　
二
五
　
（
五
〇
五
）

0



炉

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究

を
以
て
、
露
盤
銘
で
は
な
く
て
、
研
謂
伽
藍
緑
野
即
ち
聖

徳
太
子
の
推
古
天
皇
二
十
一
年
に
書
か
れ
た
「
元
興
寺
等

　
　
　
　
ミ
よ
み
け
ひ
め
の
み
こ
ご

之
本
縁
及
等
與
彌
氣
比
黒
蓋
之
登
局
並
諸
距
等
登
願
に
鞭

て
の
右
記
」
を
、
孝
徳
天
皇
の
辛
黒
風
正
月
五
疑
に
、
嚴

順
法
師
．
外
二
師
に
授
け
ら
れ
た
も
の
だ
こ
解
し
て
居
ら
れ

る
。
併
し
そ
れ
で
は
河
の
爲
に
此
の
時
に
授
け
ら
れ
た
．
か

三
聖
の
交
で
は
嚴
順
法
型
名
に
で
は
な
く
て
、
治
部
省
等

に
授
け
た
ご
あ
る
の
は
ご
う
し
た
事
か
。
既
に
上
宮
太
子

拾
遺
記
引
く
所
に
も
、
「
元
興
寺
塔
覆
鉢
銘
日
」
ご
し
て
難

波
天
皇
L
・
以
下
の
交
か
ら
、
直
ち
に
所
謂
銘
文
に
書
き
連

ね
て
あ
る
撰
を
見
る
ご
、
是
は
初
か
ら
塔
銘
こ
し
て
傳
ふ

る
交
に
さ
う
あ
っ
旋
も
の
ら
し
い
。
聖
恩
の
線
趨
交
二
身

に
就
い
て
之
を
見
る
も
、
次
の
丈
六
関
税
の
文
に
は
「
銘

眞
」
ご
下
へ
つ
“
け
て
あ
る
に
拘
ら
す
、
此
の
塔
銘
の
方

に
は
「
日
」
の
宇
が
な
く
て
何
月
何
日
「
、
銘
を
授
く
」
ご
、
上

へ
轟
け
て
讃
ま
し
む
べ
く
田
來
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る

に
此
の
佛
本
傳
寒
寵
な
る
も
の
は
、
竹
島
氏
が
解
せ
ら
れ

醍
醐
本
藩
寺
毅
趨
心
墨
「
元
興
聯
隷
起
篇
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
簸
雛
　
　
　
　
二
山
ハ
　
（
王
○
山
ハ
）

た
こ
同
じ
機
に
之
を
解
し
て
、
孝
徳
天
皇
の
御
代
に
縁
超

を
授
け
た
も
の
だ
こ
輕
卒
に
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
に
黒
蟻
な
い
。
若
し
さ
う
で
な
い
ご
す
れ
ば
、
所
謂
伽

藍
書
起
な
る
も
の
は
此
の
佛
べ
傳
來
記
よ
う
も
更
に
後
．
の

・
も
の
で
、
佛
本
乱
曲
記
に
研
謂
づ
具
如
二
登
記
一
L
8
あ
る
、

其
の
傳
誕
に
擬
し
て
野
作
し
元
も
の
だ
こ
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
い
つ
れ
に
し
て
も
助
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
更
に
其
の
「
正
本
傳
來
記
」
ご
い
ふ
名
辮
に
も
不
審
が
あ

る
。
「
佛
本
」
は
賢
本
紀
に
「
佛
の
タ
メ
シ
」
ε
訓
じ
て
、
佛

像
鋳
造
の
お
手
本
の
事
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
縁
瀧
に
そ

ん
な
名
を
付
け
元
の
は
、
其
の
熟
宇
の
本
義
を
忘
れ
て
、

佛
の
始
め
て
傳
隠
し
た
事
の
記
ご
い
ふ
位
の
身
幅
に
用
ひ

た
も
の
ら
し
い
』
。
蓋
し
其
の
無
智
を
表
白
し
た
も
の
に
外

な
ら
澱
、
）
併
し
後
の
元
興
寺
に
は
欽
鯛
天
皇
十
三
年
渡
摩

の
像
も
臨
の
寺
に
あ
っ
て
、
蝕
法
最
初
の
寺
だ
こ
附
會
し

て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
る
愚
な
る
間
違
も
図
っ
た
こ

ご
で
あ
ら
う
。



2

　
要
す
る
に
此
の
等
等
は
、
元
興
寺
草
創
を
知
る
上
に
於

て
何
等
の
償
値
な
き
も
の
で
あ
る
。

三
、
聖
武
天
皇
の
宣
命
ど
い
ふ
も
の

　
次
に
有
辟
記
こ
い
ふ
書
か
ら
引
用
し
た
、
天
雫
十
八
年

四
月
十
九
日
の
聖
武
天
皇
の
宣
命
ε
書
す
る
略
の
は
、
一

暦
滑
稽
な
る
儒
作
物
で
あ
る
。
第
一
に
其
の
交
中
推
古
天

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

皇
の
御
事
を
「
大
々
王
天
皇
」
ご
あ
る
こ
ε
は
、
次
に
い
ふ

伽
藍
緑
匙
の
用
語
を
其
の
ま
、
に
取
っ
た
も
の
で
、
此
の

宣
命
が
彼
の
吊
環
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
、
此
の
一

事
の
み
に
よ
っ
て
も
明
自
で
あ
る
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

上
宮
太
子
拾
遺
記
に
、
「
。
元
興
寺
縁
趨
推
古
天
皇
奉
レ
號
天

大
王
一
」
ご
あ
っ
て
、
寺
で
は
古
く
さ
う
言
っ
て
居
た
も
の

ら
し
く
、
駈
謂
伽
藍
縁
漣
な
る
も
の
に
も
所
々
に
此
の
溝

隠
が
繰
り
返
さ
れ
て
居
る
。

　
案
ず
る
に
「
大
大
王
」
ε
は
、
も
ざ
「
太
王
」
ご
あ
っ
た
の

を
傳
寓
の
際
に
謎
っ
て
、
「
太
」
の
「
、
し
黙
を
邊
b
字
だ
ご

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
究

醍
醐
本
誌
毒
隷
下
所
牧
「
元
興
毒
隷
魑
」
に
就
い
て
（
上
）

解
し
、
更
に
そ
れ
を
「
，
大
大
王
」
ご
改
め
た
の
で
あ
る
に
相

違
な
い
。
醍
醐
本
の
此
の
縁
起
に
は
、
全
文
中
に
既
の
聡

を
用
ふ
る
こ
ε
す
べ
て
二
十
箇
慮
の
多
き
に
及
ん
で
居
る

が
、
其
の
中
で
拾
遽
記
に
引
く
所
、
た
や
一
箇
庭
だ
け
「
太

王
」
ε
な
っ
て
居
る
所
が
あ
る
。
併
し
そ
れ
に
し
て
も
多

く
の
天
皇
の
御
名
を
記
し
た
る
既
の
縁
鵡
の
文
に
於
て
、

ひ
ピ
b
推
古
天
皇
を
の
み
特
に
露
営
天
皇
ご
凝
し
奉
る
べ

き
理
山
が
な
い
Q
己
れ
蓋
し
線
灘
の
儒
作
者
が
、
法
隆
寺

金
堂
藥
玉
壷
後
背
銘
に
、
推
古
天
皇
ご
聖
徳
太
子
ご
を
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

べ
て
、
「
大
王
天
皇
及
東
宮
聖
王
」
ご
申
し
て
あ
る
の
を
見

て
、
早
計
に
も
推
古
天
皇
の
御
事
を
君
王
天
皇
ε
牢
す
も

の
だ
ビ
合
恥
し
、
そ
れ
が
更
に
大
大
王
ε
な
っ
た
の
で
あ

る
に
食
違
な
い
。
而
し
て
此
の
宣
命
の
丈
に
は
、
更
に
そ

れ
を
其
の
ま
、
に
眞
似
た
も
の
に
外
な
ら
澱
。

　
夏
に
此
の
宣
命
に
は
末
に
藤
原
豊
成
の
署
名
が
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
從
三
位
中
納
言
蕪
中
務
卿
中
衛
大
將
東
海
滋
按
撫
使
藤
原
朔
臣

　
蟄
戒
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
二
七
　
五
〇
七

、



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
究

　
　
　
　
　
　
　

ご
あ
る
。
「
豊
成
自
」
も
あ
る
ま
じ
き
事
で
あ
る
が
、
殊
に

其
の
官
位
が
甚
し
く
間
違
っ
て
居
る
◎
天
李
湯
煙
年
四
月

の
豊
成
の
位
署
に
は
、
．
正
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
從
三
位
華
中
納
言
兼
行
中
型
天
將
東
海
道
鎭
白
月
。

ご
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
豊
成
は
中
務
卿
ご
は
な
ら
ぬ
。
現

行
績
日
本
紀
豊
成
傳
に
、
中
納
言
ご
あ
る
べ
き
を
誤
っ
て

墨
黒
卿
ご
傳
寓
し
て
あ
る
の
で
、
後
に
其
の
誤
を
受
け
た

も
の
が
少
く
な
い
が
、
是
は
中
納
言
ご
中
務
卿
ご
を
双
方

並
記
し
た
も
の
で
、
當
縛
の
正
し
い
文
書
に
そ
ん
な
事
の

あ
る
べ
き
筈
が
な
い
。
か
戦
ぐ
此
の
宣
命
亦
固
よ
り
墨

髭
採
る
に
足
ら
濾
も
の
た
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。

　
因
に
云
、
醍
醐
本
に
「
有
辟
記
」
ご
あ
る
の
は
、
末
に
牧

め
た
慈
俊
法
師
の
長
寛
私
讐
文
に
、
「
元
興
寺
壁
上
記
」
．

又
は
「
撮
記
」
ご
あ
る
も
の
、
事
で
．
元
興
寺
本
堂
の
壁
に

で
も
書
い
て
量
い
た
も
の
で
あ
ら
う
。
毎
冬
文
に
は
「
壁

上
記
云
」
こ
し
て
、
伊
呂
波
宇
類
抄
引
寺
家
線
趨
ご
同
交
の

句
を
抄
録
し
て
あ
る
が
、
此
の
「
有
藩
学
云
」
こ
い
ふ
も
の

醍
醐
汰
ヨ
讃
…
寺
懇
｝
麗
｝
研
一
股
『
元
興
寺
隷
越
」
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
閥
競
　
　
　
二
八
五
〇
入

に
も
、
そ
れ
ご
同
文
の
一
部
を
引
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
そ
れ
に
書
き
つ
い
だ
聖
武
天
皇
宣
命
な
る
も
の
は

當
然
別
の
物
た
る
筈
で
あ
る
が
、
無
知
識
な
る
縁
超
の
編

藩
は
、
恐
ら
く
総
説
の
誤
か
ら
生
じ
た
有
辟
罪
な
る
書
の

文
ご
し
て
醗
察
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
要
す
る
に
佛
本
傳
単
記
ご
云
ひ
、
此
の
宣
命
の
文
ご
云

ひ
、
製
作
固
よ
b
取
る
に
足
ら
澱
も
の
で
は
あ
る
が
、
然

ら
ば
何
故
紅
か
、
る
拙
劣
な
る
も
の
を
寒
寒
し
た
の
で
あ

ら
う
か
。
今
爾
…
者
を
遮
鱗
面
す
る
に
、
爾
…
者
丑
ハ
に
蘭
ハ
の
簡
㎜
単

な
る
文
中
に
鞭
て
、
推
古
天
皇
特
に
誓
ひ
給
ひ
て
、
若
し

後
世
害
を
此
の
寺
に
加
ふ
る
も
の
あ
ら
ば
、
忽
ち
災
蝸
を

被
る
べ
き
も
の
な
る
事
を
仰
せ
ら
れ
た
ご
あ
る
の
を
見
る

と
、
恐
ら
く
此
の
寺
衰
退
の
後
、
其
の
押
領
せ
ら
れ
た
る

所
領
に
就
い
て
本
願
天
皇
誓
願
の
旨
を
高
唱
せ
ん
ビ
し
た

の
か
ご
思
は
れ
る
。
此
の
寺
が
卒
安
朝
に
於
て
銑
に
甚
し

・
く
衰
へ
た
事
は
、
前
記
扶
桑
略
記
や
太
子
傳
暦
中
の
太
子

の
乱
言
ご
蔵
す
る
も
の
が
之
を
示
せ
る
の
み
な
ら
す
，
今



昔
物
語
亦
明
か
に
之
を
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

四
、

元
興
寺
伽
藍
縁
超
並

流
記
資
財
帳
の
絢
僑

　
　
　
　
　
イ
、
其
の
外
形
か
ら

　
本
書
は
醍
醐
本
諸
寺
隷
超
牧
む
る
所
の
諸
記
申
最
も
長

編
の
も
の
で
、
此
の
以
外
に
世
に
其
の
完
本
あ
る
こ
ご
を

知
ら
濾
。
其
の
一
部
分
は
既
に
早
宮
太
子
拾
遣
記
に
も
引

用
せ
ら
れ
て
、
夙
に
學
界
に
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

併
し
そ
れ
は
淀
㎏
其
の
断
片
的
の
も
の
で
、
輩
に
そ
れ
だ

け
で
は
史
料
ε
し
て
の
贋
値
を
明
か
に
す
る
に
は
不
充
分

で
あ
っ
た
。
随
っ
て
前
記
故
李
子
君
の
如
き
は
之
を
信
じ

て
、
其
の
論
考
中
に
盛
に
引
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

重
砲
の
完
本
を
容
易
に
見
る
を
得
る
に
至
っ
た
後
ご
錐
、

彼
の
竹
島
瀦
の
如
く
、
全
然
是
に
よ
っ
て
「
元
興
寺
考
証
」

を
論
述
せ
ら
る
、
も
の
も
あ
り
、
最
近
に
も
中
央
史
塘
六

月
號
「
疑
問
の
國
史
」
中
に
於
て
、
藤
原
猶
雪
潜
は
其
の

　
　
　
第
十
谷
　
　
研
　
究

醍
醐
本
諸
寺
線
越
心
延
「
元
興
寺
緑
超
し
に
就
い
て
（
上
）

「
書
留
紀
元
考
」
を
論
讃
す
る
爲
に
本
書
を
覗
用
せ
ら
れ
、

又
黒
板
博
士
は
同
じ
く
六
月
號
考
古
學
蕪
誌
に
於
て
、
朝

鮮
三
國
時
代
唯
一
の
金
銅
像
を
論
じ
て
、
本
書
の
詑
事
を

其
の
讃
左
の
一
に
用
ひ
て
居
ら
る
、
の
で
あ
る
。
叉
嘗
て

大
矢
透
氏
の
「
高
名
源
流
考
」
に
、
本
書
中
の
塔
銘
佛
像
銘

の
假
名
を
引
用
せ
ら
れ
、
建
永
謄
寓
の
醍
醐
本
の
寓
眞
版

を
ま
で
挿
入
し
て
居
ら
れ
る
事
は
、
竹
島
馬
の
既
に
言
は

れ
た
蓮
b
で
あ
る
。
爾
竹
島
氏
に
よ
れ
ば
、
「
佛
書
研
究
し

に
本
書
に
就
い
て
詳
細
な
る
小
野
立
席
氏
の
研
究
が
あ
る

由
で
あ
る
が
、
未
だ
之
を
見
る
の
耳
蝉
を
有
せ
ぬ
を
遺
憾

こ
す
る
。
但
竹
島
氏
の
記
せ
ら
る
、
所
に
よ
れ
ば
、
小
野

氏
も
亦
本
書
の
慨
硫
を
充
分
に
認
め
て
居
ら
れ
る
も
の
ら

し
い
。

　
併
し
な
が
ら
、
つ
ら
く
其
の
完
本
に
就
い
て
是
が
外

形
「
内
容
を
精
…
上
す
る
事
に
よ
っ
て
、
本
書
が
虚
妄
全
く
採

る
に
足
ら
ざ
る
儒
作
物
で
あ
る
事
を
嫁
易
に
褒
降
す
る
事

が
霞
繰
る
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
競
　
　
　
二
九
　
（
五
〇
九
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
寧

　
先
づ
是
が
外
形
よ
・
り
之
を
槻
察
せ
ん
か
。

　
第
…
に
題
號
を
伽
藍
線
越
並
流
記
資
財
帳
こ
い
ふ
事
か

ら
し
て
既
に
問
題
が
あ
る
。
竹
島
氏
は
其
の
内
容
，
か
ら
之

を
槻
察
し
て
、
之
を

　
　
一
、
元
興
寺
等
之
本
線
及
等
與
三
聖
比
（
費
）
命
之
獲
願
並
諸
臣

　
　
等
祈
願
に
就
て
の
記
文

　
二
、
姦
通
寺
塔
露
盤
銘

　
一
二
｝
一
刀
翻
興
寺
中
晶
出
麗
迦
後
北
河
中
州

　
四
、
元
興
出
寸
伽
藍
縁
起
流
記
資
財
帳
噺
簡

の
四
つ
の
別
々
の
も
の
、
集
録
こ
な
し
、
其
の
初
に
「
元

興
寺
伽
藍
縁
超
流
記
資
財
帳
」
ご
あ
る
題
號
は
、
傳
寓
の

際
に
誤
っ
て
こ
、
に
挿
入
せ
ら
れ
た
も
の
だ
ビ
言
っ
て
居

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
な
が
ら
、
是
は
決
し
て
四
つ
の
異
な
b
た
る
資
料

の
集
録
で
は
な
く
て
、
初
よ
り
全
部
を
通
じ
て
、
所
謂
伽

藍
緑
処
艶
流
記
資
財
帳
の
積
り
で
儒
棄
し
た
も
の
で
あ
る

に
相
違
な
い
。
試
み
に
之
を
同
じ
難
山
の
法
隆
寺
及
び
大

醍
潤
本
辮
…
寺
繰
糧
班
牧
「
元
興
響
鱒
｝
総
こ
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
〇
（
五
一
〇
）

安
寺
の
同
交
書
に
比
較
す
る
に
、
法
隆
寺
の
は
伽
…
監
縁
処

流
記
濃
い
ふ
べ
き
分
は
極
め
て
簡
軍
に
、
大
安
寺
の
は
稽

詳
細
で
あ
る
に
博
し
て
、
本
書
は
極
め
て
長
々
し
く
之
を

叙
述
し
て
あ
る
の
相
違
あ
る
に
遇
ぎ
な
い
。
而
し
て
爾
寺

の
記
述
に
最
も
重
き
を
掃
け
る
資
財
の
目
録
は
、
本
書
に

は
傳
窩
の
際
甚
し
く
之
を
省
略
し
だ
形
に
な
っ
て
居
る
の

で
あ
る
。
蓋
し
諸
大
寺
の
天
李
伽
藍
縁
処
並
流
記
資
財
帳

な
る
も
の
は
、
天
準
十
越
年
十
月
十
四
日
を
以
て
、
勅
を

以
て
僑
綱
所
に
命
じ
、
諸
大
寺
を
し
て
各
自
縁
藩
並
び
に

資
財
を
録
上
せ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
随
っ
て
官
の
大

寺
の
一
た
る
此
の
元
興
寺
に
も
、
も
ご
は
必
ず
そ
れ
が
あ

っ
た
筈
で
あ
る
が
、
何
時
の
頃
に
か
そ
れ
が
失
は
れ
て
後

に
傳
は
ら
な
い
が
爲
に
、
そ
れ
に
擬
し
て
儒
点
し
た
も
の

が
帥
ち
本
書
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
其
の
之
を
牒
上
せ
し

め
た
事
は
大
安
寺
伽
藍
緑
超
並
流
記
資
財
帳
の
末
文
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ハ
ク

　
右
、
以
二
在
天
不
十
八
年
十
月
十
四
日
一
、
被
細
魚
綱
所
牒
み
欝
、

　
左
大
臣
宣
、
奉
γ
勅
、
大
安
寺
隷
起
導
流
御
意
財
物
等
、
子
細
勘



　
録
、
早
世
二
言
上
一
者
。
謹
依
二
密
旨
一
、
勘
錬
如
γ
前
Q
今
具
二
事

　
歌
一
、
雄
琴
牒
上
。

　
　
　
天
李
＋
九
年
二
月
＋
日
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
維
那
僧
盤
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
主
法
師
教
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
上
座
法
師
愈
耀

　
播
綱
所
、
左
大
臣
宣
癬
…
，
大
安
寺
豫
起
並
流
記
資
財
帳
「
通
，

　
綱
塩
押
署
下
ご
於
寺
家
、
立
駕
二
恒
式
一
、
以
傳
ユ
蓬
氏
一
者
、
加
ド

　
署
判
下
邊
。
今
須
謹
紹
こ
隆
佛
法
叫
、
敬
誓
γ
護
二
天
朝
｝
者
突
9
．

　
　
　
野
鴨
†
菅
加
†
六
日
月
十
・
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
官
業
了
償
願
清

　
　
大
構
都
法
師
行
信
　
　
　
佐
並
走
藥
師
寺
空
師
位
僧
勝
騙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
官
兼
興
編
寺
主
師
位
侶
永
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
官
師
幅
下
恵
徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
富
業
了
櫓
臨
照

ご
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
然
る
に
同
じ
日
附
の
法

隆
寺
の
帳
に
は
、
之
を
精
簡
畢
に
し
て
、

　
牒
、
以
二
去
競
落
十
八
年
十
月
十
四
日
一
、
被
二
櫓
綱
所
今
一
櫃
、

　
．
　
第
十
巻
　
　
研
究

寺
家
緑
超
並
資
財
等
物
、
子
細
勘
録
、
早
世
一
一
牒
上
一
者
。
謹
依

牒
旨
一
、
勘
録
如
〆
前
。
今
回
ご
事
歌
一
、
謹
以
牒
上
。

　
　
天
李
十
九
年
目
副
本
日
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
維
那
僧
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
座
　
櫓
　
隣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
　
主
　
櫓
　
玄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
信
空
位
櫓
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愚
直
複
位
櫓
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
信
複
位
僧

櫓
綱
，
依
二
三
綱
牒
一
論
蜜
下
士
劃
一
、
持
重
㎜
一
雨
式
一
｝

氏
一
、
二
審
ご
紹
ご
隆
彿
法
噛
、
將
μ
護
二
天
朝
噛
者
突
。

　
　
天
取
・
廿
麗
†
六
月
十
・
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
官
業
了

大
曾
都
怯
師
行
信

醍
醐
本
諸
寺
線
量
所
牧
「
元
興
寺
隷
起
」
に
就
い
て
（
上
）

信鏡印廣
　
、

観
・

以
憾
二
蓬

　
　
　
　
　
　
僧
願
清

佐
官
兼
旧
師
寺
主
師
位
櫓
駿
腸

佐
官
蕪
興
粥
寺
主
師
位
偲
永
俊

佐
官
下
位
僧
恵
徹

佐
官
業
了
俗
趣
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
9

ご
書
い
て
あ
る
。
彼
是
其
の
文
の
相
蓮
の
あ
る
こ
ご
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
叫
　
（
五
＝
）



　
　
　
錐
十
磐
　
　
研
　
究

同
じ
大
寺
の
列
で
あ
っ
て
も
、
大
安
寺
ご
法
隆
寺
ご
は
も

と
一
男
の
資
格
が
違
っ
て
、
大
安
5
3
寸
は
奉
勅
左
大
臣
宣

に
よ
る
僑
置
所
の
牒
に
基
づ
き
、
又
法
隆
寺
は
軍
に
偲
置

所
虜
身
の
牒
に
依
っ
て
、
寺
の
三
綱
連
署
し
て
寺
の
縁
超

財
物
等
を
牒
上
し
、
僧
綱
所
の
役
員
之
を
按
優
し
て
奥
書

を
加
へ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
随
っ
て
其
の
日
附
や

僧
綱
所
役
員
の
署
名
は
論
者
同
一
で
あ
る
が
、
た
い
大
安

寺
で
は
軍
に
盤
仁
以
下
寺
の
三
綱
た
る
三
人
置
み
が
連
署

し
、
法
隆
寺
で
は
盤
奪
以
下
の
三
人
の
外
に
、
可
信
三
入

が
同
じ
く
連
署
し
て
居
る
の
相
違
が
あ
る
。
是
は
蓋
し
其

の
寺
の
都
舎
に
よ
る
事
で
あ
ら
う
。

　
ご
こ
ろ
で
元
興
寺
に
も
此
の
種
の
も
の
が
あ
っ
た
ε
す

れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
大
安
寺
ご
同
標
で
、
僑
零
下
牒
の
文

に
も
「
奉
勅
左
大
臣
宣
」
の
語
が
あ
う
、
僧
綱
所
管
案
の
交

に
も
、
「
左
大
臣
宣
」
の
句
が
あ
る
べ
き
筈
で
、
軍
に
俘
綱

所
の
牒
に
よ
れ
る
法
隆
寺
の
こ
は
匿
刷
が
あ
っ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
何
こ
な
れ
ば
、
嘗
時
に
於
け
る
大
寺

醍
醐
本
諸
静
隷
下
所
数
「
翼
翼
崇
線
越
」
に
遇
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
嬢
掘
號
　
　
　
三
二
　
（
五
コ
一
）

の
渕
は
、
大
安
・
藥
師
・
元
興
・
興
驕
・
東
大
の
五
寺
が
第
一

位
に
居
り
、
法
隆
寺
は
漆
黒
・
四
天
王
・
掌
編
・
新
旧
師
・
姥

興
等
の
諸
寺
ご
典
に
、
第
二
位
に
居
だ
筈
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
れ
ば
天
鴬
声
簑
元
年
に
諸
大
寺
の
墾
田
の
数
を

定
め
た
時
に
も
、
東
大
寺
は
四
千
町
、
元
興
寺
は
二
千
町

大
安
・
藥
師
・
興
薦
等
の
諸
寺
は
一
千
町
、
法
隆
寺
は
弘
編
・

四
天
王
・
崇
編
・
新
藥
師
・
建
興
等
の
諸
寺
ご
共
に
、
各
五

百
町
を
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
此
の
元
興
寺

伽
藍
綴
黒
影
に
流
記
資
財
帳
の
笠
取
の
文
及
び
、
僑
綱
所

の
按
瞼
の
文
を
見
る
に
、
全
然
法
隆
寺
の
ビ
同
唄
で
、
殆

ざ
一
字
の
相
違
が
な
い
の
で
あ
る
。
溢
れ
蓋
し
寺
格
を
重

・
ん
す
る
大
寺
に
嘗
て
、
到
底
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
こ
ろ

で
あ
る
。
さ
れ
ざ
も
し
一
歩
を
護
っ
て
、
蜜
語
元
興
寺
が

法
隆
寺
ご
同
一
の
扱
で
あ
っ
た
ど
し
た
ご
こ
ろ
で
、
各
寺

別
々
に
牒
上
す
る
三
綱
牒
上
の
交
に
撃
て
、
元
興
寺
の
も

の
が
法
隆
寺
の
も
の
こ
全
然
同
丈
で
あ
っ
た
ご
い
ふ
事
は
．

あ
る
ま
じ
き
次
第
で
あ
る
。
認
れ
自
分
が
本
書
を
以
て
、



法
隆
寺
の
に
摸
倣
し
て
単
作
し
た
こ
な
す
理
由
の
一
で
あ

る
。

　
更
に
其
の
三
綱
の
位
署
を
見
る
に
、
本
書
に
は
輩
に

「
三
綱
三
人
可
融
五
人
」
こ
の
み
あ
り
て
、
「
有
所
半
在
〆
署
」

ε
記
し
、
其
の
名
を
略
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
是
は

法
隆
寺
の
を
見
て
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
、
、
當
時
に
於
け

る
元
興
寺
三
綱
以
下
の
雪
平
は
之
を
知
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
、
傳
爲
の
際
省
略
し
た
膿
に
も
て
な
し
て
胡
魔
化
し

た
も
の
ご
見
る
外
は
な
い
。

　
樹
更
に
其
の
最
も
主
要
な
る
べ
き
筈
の
資
財
の
部
を
見

る
に
、
是
は
又
…
箪
に
戸
立
及
び
水
田
食
封
の
数
、
並
び
に

其
の
所
在
の
國
名
馬
を
賂
記
し
た
の
み
で
、
是
亦
「
各
有
漢

其
員
謙
皆
略
レ
之
」
こ
い
ふ
耳
管
の
下
に
、
傳
寓
を
省
略
し
た

膿
に
作
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
熾
れ
亦
蓋
し
到
底
實
ら
し

く
資
財
を
列
暴
す
る
事
が
惚
顔
な
か
っ
た
爲
の
窮
策
に
外

な
ら
ぬ
。

　
た
や
其
の
最
末
に
あ
る
べ
き
筈
の
右
の
三
綱
牒
上
の
文

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究

及
び
僧
綱
所
案
槍
の
文
が
、
資
財
の
前
に
あ
る
こ
ご
は
、

大
安
寺
及
び
法
隆
寺
の
ざ
其
の
膿
を
異
に
し
て
居
る
が
、

是
は
勿
論
錯
簡
の
結
果
で
あ
る
ご
解
せ
ら
れ
る
。
或
は
其

の
お
手
本
ご
な
っ
た
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
資
財
帳
が

た
ま
く
錯
簡
し
て
居
た
の
を
其
の
ま
、
に
倣
っ
た
の
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
澱
。

　
い
つ
れ
に
し
て
も
本
書
は
元
興
寺
の
発
起
を
誇
張
し
、
・

附
會
し
、
日
本
に
於
け
る
佛
法
元
興
の
道
場
な
る
こ
ご
を

強
説
ぜ
ん
ご
す
る
の
属
的
の
下
に
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
で

位
暑
や
資
財
の
貝
の
如
き
は
其
の
主
こ
す
る
所
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
此
の
外
文
章
の
上
に
、
僻

句
の
上
に
、
到
底
辮
質
し
難
い
破
綻
を
示
せ
る
も
の
が
少

く
な
い
Q
前
記
「
大
々
王
」
の
辮
號
の
如
き
、
後
に
記
す
る

「
櫻
井
豊
浦
宮
」
の
宮
號
の
如
き
一
々
列
塞
す
る
の
要
を
認

め
澱
程
の
も
の
で
あ
る
Q

醗
醐
本
諸
寺
隷
起
班
牧
「
元
興
寺
隷
起
し
に
就
い
て
（
鴨
）

ロ
、
其
の
内
容
か
ら
（
一
）

第
、
四
號

三
三
　
（
五
一
三
）



、
＼

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究

　
元
興
寺
は
實
に
貞
掘
四
年
の
太
政
宮
符
に
よ
っ
て
、
「
佛

法
元
興
満
場
、
聖
巌
最
初
之
地
」
ご
言
は
れ
た
讐
に
も
．

我
が
國
の
佛
数
災
に
取
っ
て
由
絡
深
き
寺
で
あ
る
。
そ
れ

は
日
本
紀
に
も
銑
に
、
敏
達
天
皇
十
三
年
に
大
臣
蘇
我
馬

子
が
、
百
濟
傳
來
の
彌
勒
の
石
像
落
口
躯
の
佛
像
を
得
て

佛
殿
を
宅
の
束
に
経
螢
し
、
善
信
尼
等
の
三
尼
を
屈
卜
し

て
大
照
設
熱
し
、
た
ま
一
司
白
黒
等
が
齋
食
の
上
に
佛

舎
利
を
戚
得
し
て
之
を
馬
子
に
獄
じ
た
に
就
い
て
、
馬
子

ま
す
一
管
法
を
奪
幽
し
て
修
行
怠
ら
す
、
亦
石
川
の
宅

に
佛
殿
を
修
治
し
た
ご
の
事
を
記
し
て
、
「
佛
法
之
初
鏡

レ
叢
金
作
」
ご
あ
る
通
り
、
業
際
是
よ
り
我
が
國
の
佛
法
が

盛
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
に
は
相
違
な
い
。
從
來
こ
て
も

既
に
佛
駁
は
傳
來
し
て
居
た
。
寺
ら
し
い
も
の
も
な
い
で

は
な
か
っ
た
。
儒
侶
も
少
々
は
渡
來
し
て
屠
た
。
併
し
其

の
信
仰
は
少
数
個
人
の
間
に
の
み
行
は
れ
勘
未
だ
邦
入
に

し
て
出
家
し
た
程
の
人
も
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

、
に
至
っ
て
始
め
て
隆
盛
に
赴
く
の
蔚
を
生
じ
た
の
で
あ

醍
醐
本
諸
寺
絵
画
研
牧
「
機
翼
毒
縫
起
」
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
第
汐
干
　
　
　
　
三
四
　
（
五
一
四
）

る
。
か
く
て
馬
子
は
其
の
翌
年
に
大
野
丘
の
北
に
塔
を
建

て
、
其
の
含
利
を
蕨
め
た
。
薫
れ
郎
ち
後
の
元
興
寺
の
塔

の
菰
原
で
、
彼
の
彌
勒
の
石
像
ご
此
の
佛
含
利
ご
は
、
後

ま
で
も
元
興
寺
に
傳
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば

郎
ち
石
規
の
精
含
ε
大
野
の
丘
北
の
塔
ご
は
、
是
れ
盧
ち

に
元
興
寺
の
起
原
を
な
し
た
も
の
で
、
元
興
寺
の
名
が

ば
じ
　
　
　
　
お
こ

「
望
め
て
興
る
」
の
義
に
取
り
、
「
佛
激
元
興
之
場
、
聖
激

最
初
之
地
」
と
謂
は
れ
た
に
も
無
理
は
な
い
。
此
等
の
事

は
古
く
か
ら
既
に
世
に
認
め
ら
れ
て
居
た
ビ
こ
ろ
で
、
．
彼

の
大
乗
院
寺
魁
雑
事
記
に
も
元
興
寺
塔
を
説
明
し
て
、

　
冷
血
娑
ハ
於
昌
橘
都
飛
鳥
郷
一
而
、
ソ
我
大
臣
建
立
。
始
飯
ノ
上

　
二
令
ユ
出
親
一
佛
舎
利
奉
納
之
希
山
南
次
ナ
リ
。
天
智
天
皇
御
字
飛

　
鳥
ノ
堂
塔
ラ
奈
良
ノ
都
二
業
転
云
ハ
腰
試
塔
婆
也
。
我
朝
ノ
塔

　
娑
之
．
始
歎
。

と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
、
に
天
智
天
皇
朝
に
堂
塔
を
奈
良

に
移
し
た
こ
の
事
は
聞
蓮
で
あ
る
が
、
馬
子
建
立
の
達
等

戚
得
の
舎
利
を
盗
め
π
塔
を
以
て
、
元
興
寺
の
塔
の
超
原



だ
こ
す
る
説
は
正
し
い
○

　
然
る
に
此
の
縁
匙
に
於
て
ば
、
た
や
に
佛
法
流
行
の
初

を
爲
し
た
ε
い
ふ
だ
け
で
は
満
足
せ
す
、
す
べ
て
の
黙
に

反
て
「
…
彿
法
元
興
の
場
」
で
あ
る
こ
ご
を
主
張
せ
ん
ご
試
み

岩
本
に
於
け
る
最
初
の
寺
な
る
蘇
我
二
目
の
向
原
寺
、
師

ち
後
の
豊
浦
寺
を
以
て
、
是
れ
邸
ち
元
興
寺
だ
ビ
附
會
し

て
居
る
の
で
あ
る
O
而
も
一
方
に
は
豊
浦
寺
が
も
ご
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
が

㎝鯨

艾
ﾓ
の
氏
寺
な
る
が
爲
「
に
、
一
議
酔
愛
山
丁
年
に
檀
献
憲
ホ
閉
山

（○

h
我
に
嗣
じ
）
木
禁
、
蕩
々
を
妻
せ
を
し
て
面
製
・

訴
訟
事
件
ま
で
が
漣
つ
だ
事
な
．
ε
を
顯
慮
し
て
か
、
此
の

寺
亡
霊
か
ら
天
皇
の
御
造
螢
に
し
て
、
蘇
我
氏
ご
は
直
接

閣
係
な
き
も
の
、
如
く
に
附
馨
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
是

が
爲
に
は
勿
論
日
本
紀
・
績
日
本
紀
等
ε
相
容
れ
ざ
る
こ

と
な
ご
に
は
頓
着
す
る
所
な
く
、
向
原
寺
を
蘇
我
氏
か
ら

牽
は
ん
が
爲
に
慧
、
推
古
天
皇
は
御
代
の
二
十
一
年
に
於

て
、
生
年
一
百
歳
に
ま
し
一
た
な
ざ
い
ふ
突
飛
な
説
を

作
り
出
し
て
ま
で
も
、
其
の
説
に
辻
褄
を
合
は
さ
う
と
試

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究

醍
醐
本
諸
寺
艦
皿
超
所
股
『
元
興
惑
輪
転
」
に
就
い
て
（
上
）

み
て
居
る
の
で
あ
る
O

　
此
の
「
生
年
一
百
歳
」
ご
い
ふ
事
に
就
い
て
は
、
流
石
の

竹
島
氏
も
大
い
に
疑
念
を
抱
か
れ
て
、
爲
に
本
書
は
「
推

古
の
御
代
の
も
の
で
な
い
事
は
明
で
あ
る
が
」
ビ
言
っ
て

居
ら
れ
る
Q
而
も
こ
、
ま
で
心
づ
か
れ
た
る
氏
が
、
な
ほ

本
書
の
所
傳
を
重
ん
ぜ
ら
れ
て
、
「
少
く
ご
も
此
の
古
記
は

天
安
二
年
以
前
に
書
か
れ
淀
も
の
で
あ
る
事
は
確
で
あ
っ

て
、
千
年
以
前
の
貴
重
な
る
古
記
録
で
あ
る
こ
ご
は
串
す

ま
で
も
な
い
」
ご
信
せ
ら
れ
、
是
に
よ
っ
て
元
興
寺
の
草

創
を
考
聴
せ
ら
れ
ん
ご
し
た
の
は
惜
む
べ
き
次
第
で
あ
る
。

殊
に
同
氏
は
如
何
に
此
の
縁
超
を
讃
ま
れ
て
に
や
、
此
の

「
繰
超
の
記
事
が
實
情
に
ふ
さ
は
し
き
古
徳
を
書
き
傳
へ

て
居
る
も
の
こ
考
へ
」
ら
れ
だ
結
果
ご
し
て
、
推
古
天
皇

は
向
原
寺
の
後
身
π
る
「
櫻
井
寺
（
後
豊
浦
寺
）
の
尼
寺
で

あ
る
に
噛
し
て
、
」
信
寺
ご
し
て
法
興
寺
郎
ち
建
蓮
寺
を
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　

め
ら
れ
た
も
の
こ
な
し
、
其
の
法
興
寺
郎
ち
元
興
寺
で
、

豊
浦
寺
の
尼
寺
た
る
に
適
し
て
伽
別
に
元
興
僧
寺
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
五
　
（
五
一
五
）



　
　
　
第
＋
巻
　
研
究

す
る
も
の
だ
こ
論
じ
て
居
ら
れ
る
の
は
不
審
で
あ
る
。

　
同
氏
の
所
謂
古
記
帥
ち
醍
醐
・
本
の
既
の
元
興
寺
伽
董
緑

趨
並
流
記
資
財
帳
な
る
も
の
は
、
決
し
て
元
興
寺
を
以
て

豊
浦
寺
に
封
ず
る
も
の
だ
こ
は
云
っ
て
居
な
い
の
み
奪
ら

す
、
豊
濾
尼
寺
が
帥
ち
元
興
寺
で
、
推
古
天
皇
は
是
に
謝

し
て
建
蓮
僧
寺
を
創
め
給
う
た
も
の
だ
こ
明
言
し
て
居
る

の
で
あ
る
。
曰
く
、

　
謙
鷺
轟
㍉
故
多
酔
気
嘗
。
美
々
奏
辞
命
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ク

　
治
天
下
時
、
天
皇
耳
皇
子
日
、
今
我
等
無
二
朝
雄
年
之
撒
算
一
、

建
二
於
百
鑑
野
饗
讃
蟹
ズ
馨
之
法
一
、
雌
建
興

　
　
　
ス
ニ
ル
ニ
キ
ノ
ハ
ノ

　
建
通
。
霧
惟
、
如
ド
是
事
堂
奔
H
一
至
徳
一
耶
。
佛
法
最
初
時
、
後
宮

　
不
γ
令
グ
破
、
楷
先
側
転
魑
偏
　
二
道
携
二
二
時
三
女
出
添
・
眺
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
ジ

　
　
ニ
　
　
　
ム
　
セ
　
ノ
　
　
ニ
　
　
　
ズ
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ニ
ク

　
大
喜
而
令
〆
住
閃
…
其
道
場
一
。
三
生
h
佛
法
之
茅
（
芽
y
。
敵
名
議

・がF
↓
。
其
三
三
響
、
経
読
、
野
以
ご
比
兵
胤
）
融
融

難
翼
．
葬
得
度
ぎ
、
鴇
”
比
三
島
）
切
同
塑
回
読
滋

　
　
レ
カ
　

ニ
リ
の
プ
マ
リ
　
　
ツ
　

テ

　
其
斯
之
謂
鰍
。
今
亦
夏
佛
法
興
弘
γ
世
、
建
三
兀
興
工
水
名
一
。

　
　
ス
　
　
ラ
　
　
　
ゆ
　
ゆ
ト
　
　
ム
　
ユ
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム

　
故
稽
二
名
建
興
磁
心
。
次
法
師
寺
上
、
自
一
一
高
麗
・
無
漏
一
法
師
等

　
壷
鶴
誌
ご
佛
法
一
、
勘
鞭
紛
裁
量
窪
蝶
薄
蝶
艦
。
櫛
二

醍
醐
本
諸
寺
縫
越
鷲
股
「
元
興
寺
繰
起
」
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
第
購
聴
…
　
　
　
一
二
六
　
（
五
一
山
ハ
）

馨
課
。
留
縫
笹
甲
、
轟
讐
鐘
興
絡
藩
肇

強
難
免
懸
。
放
算
大
聖
離
婁
鋸
灘
諄
濯
気
㌧
、

乎
・
繕
臥
・
於
轟
前
後
簿
㌦
蜘
．
鳳
ゴ
女
蜘
㌦
酊
舞
一
語
海
㌦
麹

　
　
タ
リ
　
　
　
　
や
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
プ

斯
之
謂
突
。
廓
知
、
以
二
畦
豆
酬
鷹
二
於
此
國
機
一
、
故
敵
二
其
徳

ニ
　

ス

テ
　
ゆ
ゆ
ひ
　
　
　
　
ム
　
　
ク
　
　

義
一
、
灘
…
二
名
法
興
皇
一
。
以
二
三
禰
名
一
、
永
世
慮
二
流
霧
一
也
。

ご
。
既
の
丈
誤
字
脱
字
等
も
あ
っ
て
、
甚
だ
解
し
難
い
が

太
子
傳
拾
遺
記
や
．
慈
俊
法
師
の
長
寛
私
勘
交
引
く
所
を

参
照
し
て
熟
読
し
て
見
る
ご
、
「
推
古
天
皇
が
豊
浦
の
宮
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
に

寺
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
豊
浦
寺
と
云
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

此
の
寺
で
始
め
て
佛
法
の
芽
を
生
じ
た
か
ら
、
其
の
豊
浦

む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
バ
リ
　
　
　

寺
を
元
興
寺
ε
云
ひ
、
是
か
ら
佛
法
が
興
っ
て
世
に
弘
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

だ
か
ら
、
豊
浦
寺
帥
ち
元
興
寺
を
建
興
寺
ご
い
ふ
是
は
即

　
む
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
む
　
む
　
む

ち
尼
寺
で
、
是
に
卜
し
て
次
に
法
師
寺
は
、
高
麗
・
百
濟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　

か
ら
俗
が
來
て
佛
法
を
建
起
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
建
遍
寺

こ
い
ふ
。
か
く
皇
后
帝
郎
ち
推
右
天
皇
の
御
代
に
當
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

轟
悌
法
が
建
軍
ハ
建
撚
癩
γ
レ
た
か
ρ
り
、
　
｝
大
白
翼
の
ソ
御
事
・
を
u
法
興
勘
正
マ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

串
す
」
と
い
ふ
事
に
な
る
。
帥
ち
尼
寺
な
る
豊
浦
寺
が
元



む
　
り
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
り

興
面
懸
ち
建
興
寺
で
、
是
に
害
し
て
偲
寺
が
建
遜
寺
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

り
、
其
の
爾
寺
を
起
さ
れ
た
推
古
天
皇
を
法
興
皇
ご
串
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

ビ
い
ふ
所
に
、
雨
冠
の
総
名
こ
し
て
の
、
法
興
寺
の
名
を

も
利
か
せ
、
元
興
・
建
興
・
建
通
の
三
筆
名
を
以
て
永
く
世

に
流
布
せ
し
め
る
ピ
す
る
の
が
此
の
、
豫
遡
の
趣
向
な
の
で

あ
る
。
さ
れ
ば
賭
の
線
起
に
よ
っ
て
、
法
興
・
元
興
同
一

だ
ご
言
は
れ
ん
と
す
る
竹
島
氏
の
説
は
よ
し
や
立
ち
得
る

ご
す
る
も
、
そ
れ
を
認
む
る
以
上
更
に
豊
浦
寺
亦
同
一
だ

ご
い
ふ
事
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
後
の
元
興
寺
で
は
事
實
豊
浦
寺
亦
同
一
だ
ビ
の
説
を

採
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
記
慈
俊
法
師
の
長
寛

私
心
文
に
、

　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ヂ
　
シ
テ
　
　
　

　
稻
目
宿
輔
安
置
判
小
治
田
選
一
、
勤
堪
修
出
家
離
業
樋
、
次
捨
二
向
原

　
　
テ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
む

　
箏
爲
〆
寺
。
今
此
元
興
寺
是
也
。

ご
云
ひ
、
又
至
っ
て
近
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
朝
藩

法
最
初
南
都
元
興
寺
暴
毅
灘
讐
も
、

　
欽
覗
天
皇
帥
位
十
三
年
子
幽
云
云
、
糊
目
大
臣
大
悦
び
、
高
市

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究

　
郡
小
治
田
の
家
に
安
じ
、
佛
像
を
供
養
す
。
後
向
原
の
家
を
捨

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
て
寺
ざ
な
す
。
向
源
寺
ε
名
付
。
五
雲
興
寺
、
叉
元
興
寺
ミ
號

　
す
。
本
朝
佛
法
最
初
元
興
寺
の
濫
鵤
是
也
。

ε
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
大
和
奮
蹟
幽
考
や
李
城
坊
目

考
が
、
寺
説
の
ま
、
に
之
を
租
卑
し
た
の
も
故
あ
り
こ
い

ふ
べ
く
、
此
の
意
昧
に
於
て
故
重
田
博
士
が
、
多
く
の
信

ず
べ
き
吏
料
ご
の
矛
盾
撞
着
に
顧
慮
す
る
事
な
く
、
眞
一

文
字
に
寺
説
に
よ
っ
て
、
法
興
・
元
興
別
寺
説
、
豊
浦
・
元

興
同
虚
説
を
圭
張
せ
ら
れ
た
の
は
む
し
ろ
勇
敢
賞
す
べ
き

も
の
で
、
竹
島
氏
が
豊
浦
・
元
興
同
黙
許
を
露
骨
に
記
述

す
る
所
の
所
謂
古
記
の
文
を
信
せ
ら
れ
な
が
ら
、
之
を
排

斥
し
て
却
っ
て
法
興
・
元
興
同
寺
説
を
採
ら
れ
る
の
は
大

な
る
不
審
で
な
ぐ
て
何
で
あ
ら
う
。

醍
醐
本
諸
寺
緑
趨
所
牧
コ
乱
曲
寺
侍
超
」
に
就
い
て
（
上
）

ハ
、
其
の
内
容
か
ら
（
二
）

　
・
本
激
寓
は
幽
黒
点
…
出
寸
止
を
一
溜
繍
…
ハ
土
棚
こ
な
～
し
、
　
器
闇
も
多
、
れ
ゆ
を
推
古

天
皇
の
御
草
創
こ
し
て
．
蘇
我
氏
檀
越
た
る
の
因
縁
を
断

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
七
　
（
五
一
七
〉



　
　
　
第
十
日
差
　
研
　
究

た
ん
が
爲
に
甚
だ
苦
し
い
、
拙
劣
極
ま
る
牽
強
附
禽
を
多

く
重
ね
て
居
る
Q

　
先
づ
第
一
に
「
推
古
天
皇
生
年
一
百
歳
癸
酉
年
」
こ
い
ふ

飛
ん
で
も
な
い
年
代
違
ひ
の
記
事
か
ら
筆
を
始
め
て
居
る

勿
論
竹
島
氏
も
之
を
疑
っ
て
は
居
ら
れ
る
が
、
一
罪
は
…
疑
ふ

ご
い
ふ
ま
で
も
な
い
事
な
の
で
あ
る
。
推
雷
天
皇
は
日
本

紀
に
よ
れ
ば
、
御
代
の
三
十
六
年
七
十
五
歳
を
以
て
崩
じ

給
う
た
の
で
あ
る
か
ら
、
癸
酉
邸
ち
二
十
【
年
は
六
十
歳

で
あ
る
。
又
敏
達
天
皇
五
年
置
十
八
歳
で
立
っ
て
皇
后
こ

な
る
ご
の
日
本
紀
の
記
事
に
從
へ
ば
、
七
十
歳
崩
御
で
、

御
代
の
二
十
一
年
は
五
十
五
歳
に
隠
り
、
蓋
明
天
皇
十
五

隻
は
二
＋
年
の
御
生
脅
な
る
。
襯
解
簸
醐
聰
鵬

耳
管
宣
然
・
に
本
書
は
欽
明
天
皇
戊
午
年
並
蕊
聾
羅

昔
濟
か
ら
三
法
が
傳
評
し
た
あ
説
年
取
警
世
響
駅

最
葱
躾
舗
吉
野
に
よ
り
、
此
の
時
大
臣
蘇
我
習

が
膚
己
の
向
原
の
家
を
熟
し
て
、
向
原
寺
を
創
め
た
こ
い

ふ
日
本
紀
以
下
の
説
を
排
し
て
、
推
古
天
皇
強
ち
所
謂
大

醍
醐
本
譜
寺
隷
超
争
心
「
元
興
寺
藻
蓮
」
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
続
　
　
　
三
八
　
（
五
一
入
）
．

皇
に
。
驚
灘
糠
が
．
御
盃
の
後
宮
を
潔
し
て
寺
暮

さ
れ
た
の
だ
ピ
言
は
ん
ε
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
御
出
生

前
ご
あ
っ
て
は
辻
褄
が
倉
は
漁
が
爲
に
、
強
ひ
て
此
の
御

高
齢
を
云
爲
す
る
必
要
を
生
じ
だ
も
の
ε
見
え
る
。
か
り

に
推
古
天
皇
二
十
一
年
に
生
年
　
百
歳
で
お
は
し
た
と
し

た
な
ら
ば
、
戊
午
年
に
は
正
に
二
十
五
歳
で
、
其
の
位
の

事
を
な
さ
れ
て
も
相
當
の
御
年
輩
ご
な
る
の
で
あ
る
。
併

し
そ
れ
で
は
天
皇
は
御
歳
六
十
四
歳
の
御
高
齢
で
敏
達
天

皇
の
皇
后
こ
な
ら
れ
た
b
、
そ
れ
か
ら
後
に
五
男
二
女
を

お
生
み
に
な
っ
た
り
、
は
て
は
百
十
五
歳
ま
で
も
御
長
生

な
さ
れ
た
り
す
る
が
如
き
、
至
っ
て
不
慮
然
な
る
結
果
を

生
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
一
向
顧
慮
す
る

所
は
な
く
㌔
無
論
日
本
紀
と
抵
棄
す
る
事
な
ざ
は
毫
も
其

の
眼
中
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
生
年
二
十
五
歳
の
大
々
王
は
、
・
佛
像
渡
蘂
に
際

し
て
欽
嬰
皇
の
憲
召
に
随
ひ
、
舞
瀦
の
後
宮
翻

麟
舗
の
を
書
な
し
給
う
た
の
で
、
其
の
寺
は
書
を



大
々
王
の
後
宮
た
る
の
故
を
以
て
排
百
家
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
堂
塔
焼
点
の
法
難
の
際
に
も
、
幸
に
之
を
免
れ
る
事

を
得
た
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
是
れ
蓋
し
豊
浦
寺
郎
ち
建
興

寺
が
、
檀
越
蘇
我
氏
の
干
渉
か
ら
冤
れ
ん
爲
の
豫
防
線
ご

見
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
彼
の
元
慶
六
年
に
檀
越
宗
岱

木
村
が
豊
浦
寺
に
醤
し
て
難
題
を
持
ち
か
け
た
際
に
は
、

太
政
官
は
別
當
義
濟
の
抗
議
を
容
れ
て
、
寺
に
為
し
て
有

利
な
馬
決
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
ほ

「
蘇
我
稻
目
宿
禰
家
を
佛
殿
ε
な
す
」
と
い
ふ
事
だ
け
は
、

割
鼻
糞
に
撃
て
明
か
に
認
め
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る

に
も
拘
ら
す
、
此
の
狼
煙
は
、
更
に
一
歩
を
其
の
上
に
進
め

て
、
そ
れ
を
さ
へ
認
め
ざ
ら
ん
ξ
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
壬
寅
年
導
燈
樋
管
大
后
大
々
王
と
池
邊
皇
子
明
0
簸
㌫
用

ε
二
柱
同
心
し
て
、
書
聖
原
爆
を
楷
井
沿
櫻
に
遷
し
、
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ

年
始
め
て
櫻
井
道
場
を
作
り
．
灌
佛
の
器
を
懸
藏
し
た
こ

あ
る
。
こ
、
に
灌
佛
の
器
ご
は
、
百
濟
王
聖
朋
が
欽
明
天

皇
戊
午
の
年
に
太
子
像
ビ
共
に
漱
じ
た
ビ
い
ふ
も
の
で
、

　
　
　
第
十
雀
　
　
研
究

醍
醐
本
諸
毒
線
超
人
牧
「
元
興
寺
線
越
」
に
就
い
て
（
上
）

本
書
に
は
日
本
紀
に
所
謂
金
銅
繹
迦
佛
像
の
貢
獄
の
こ
ビ

を
認
め
す
、
下
穿
は
羅
迦
で
も
そ
れ
は
生
れ
た
ま
、
の
悉

達
太
子
の
灌
佛
像
で
あ
っ
た
こ
な
し
、
其
の
像
今
元
興
寺

に
あ
り
ご
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ご
こ
ま
で
も

「
聖
澱
最
初
臨
地
」
た
る
の
因
縁
を
此
の
寺
に
取
ら
ん
ご
試

み
た
も
の
で
．
普
通
に
聖
明
王
貢
獄
の
像
は
一
旦
難
波
堀

江
に
益
せ
ら
れ
、
後
に
そ
れ
を
本
多
善
光
が
拾
ひ
出
し
て

信
濃
の
善
光
寺
に
安
置
し
た
ご
い
ふ
説
を
否
定
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
次
に
日
．
本
紀
に
は
、
敏
達
天
皇
十
三
年
に
大
臣
蘇
我
馬

子
が
、
鹿
深
礎
が
百
濟
か
ら
將
來
し
た
彌
勒
の
石
像
外
】

纒
の
佛
像
を
請
ひ
得
て
、
之
を
禮
す
べ
く
播
磨
に
高
麗
の

還
俗
俗
悪
便
を
求
め
得
、
善
信
尼
が
之
を
師
こ
し
て
出
家

し
た
事
、
更
に
善
信
尼
の
弟
子
二
人
の
出
家
し
た
事
、
馬

子
其
の
三
瀬
を
票
敬
し
て
佛
殿
を
宅
の
東
方
に
経
塗
し
、

件
の
彌
勒
の
石
像
を
安
置
し
た
事
馬
司
馬
達
等
が
佛
舎
利

を
戚
得
し
て
編
上
に
獣
じ
た
事
、
馬
子
ま
恩
讐
殿
を
石
川

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
九
　
（
五
「
九
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究

の
宅
に
脩
治
し
た
事
、
「
佛
法
の
初
興
れ
よ
り
し
て
趨
っ

た
」
ご
い
ふ
纂
．
其
の
翌
年
更
に
大
野
丘
の
北
に
塔
を
建
．

て
・
、
逮
等
三
徳
の
舎
利
を
早
め
た
こ
の
事
、
大
飯
病
に
よ

っ
て
ト
者
に
問
ひ
、
佛
を
腐
し
た
事
な
ご
を
記
し
て
あ
る

が
、
本
書
に
は
す
べ
て
順
序
を
顛
倒
し
、
或
は
石
川
精
舎

建
立
の
事
を
令
し
て
，
癸
卯
の
年
皇
。
緻
護
篤
子
が
箏

に
問
う
て
佛
法
を
弘
め
ん
が
爲
に
出
　
家
の
入
を
求
め
、
針

聞
の
國
に
高
麗
の
腕
衣
の
老
比
丘
恵
便
ご
、
老
比
丘
尼
無

明
ご
を
得
、
善
信
尼
等
三
尼
は
其
の
法
朋
尼
を
師
ご
し
て

重
重
し
だ
事
に
作
り
、
次
に
大
臣
ご
大
々
王
ε
池
邊
皇
子

ご
が
大
い
に
喜
ん
で
老
尼
を
櫻
弁
盛
場
に
住
ま
し
め
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
を
ロ

難
魏
報
麟
灘
轟
藷
ζ
云
ひ
、
其
の
際
た
ま
た

ま
甲
賀
醗
が
百
濟
か
ら
將
乾
し
た
彌
…
…
勤
像
を
、
三
尼
が
櫻
井

滋
場
に
て
供
養
禮
即
し
た
こ
云
ひ
、
又
馬
子
は
達
等
戚
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
よ
　
ら
　
さ
　
セ

の
舎
利
を
得
て
、
翌
年
止
由
良
佐
岐
に
塔
を
建
て
大
會
を

修
℃
た
こ
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
事
が
郎

ち
我
が
國
に
於
て
佛
法
の
芽
を
生
じ
菅
垣
に
な
る
の
で
、

漫
酬
本
諸
寺
隷
越
翫
牧
「
元
興
寺
毅
起
」
に
就
い
て
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
醗
　
　
　
　
四
〇
　
（
五
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

そ
こ
で
此
の
緊
要
寺
翻
ち
豊
浦
寺
を
元
興
寺
ご
面
す
ご
い

ふ
事
に
附
凝
し
て
あ
る
の
で
あ
る
り
其
の
「
佛
法
の
芽
を

生
す
」
ピ
い
ふ
事
は
、
正
に
日
本
紀
に
「
藩
法
の
初
叢
れ
よ

り
起
る
」
ご
あ
る
ご
同
様
で
、
そ
れ
で
元
興
寺
の
名
を
得

元
こ
い
ふ
事
は
適
當
で
あ
る
が
、
而
も
其
の
元
興
寺
の
趨

原
た
る
石
川
精
舎
の
造
螢
を
否
認
し
て
直
ち
に
櫻
井
寺
の

事
と
な
し
、
又
大
野
職
掌
の
塔
を
豊
浦
崎
の
塔
ご
な
し
、

す
べ
て
を
向
原
寺
の
後
身
淀
る
櫻
井
寺
郎
ち
後
の
豊
浦
寺

に
引
き
つ
け
て
之
を
元
興
寺
こ
せ
ん
こ
す
る
所
に
、
此
の

縁
趨
の
趣
向
が
明
か
に
窺
知
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
此
の
説
は
後
に
太
子
傳
玉
林
抄
に
よ
っ
て
為
更
に
明
白

に
記
述
せ
ら
れ
て
居
る
。
口
く
、

　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ニ

　
・
傳
云
、
醤
二
塁
殿
三
宅
東
一
。
丈
　
或
裏
書
云
、
蘇
我
大
臣
宅

束
也
・
謹
箋
之
隻
奪
・
薄
暑
疋
臨
羅
ノ

叉
曰
く
、

傳
云
・
垂
月
報
雑
蘇
我
壁
心
・
聾
於
大
鷺
狸
。
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
裏
書
云
、
扶
桑
舎
利
集
云
，
大
野
弱
者
、
今
豊
捕
寺
東
御
門
之



●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
塵
也
。
今
元
興
寺
是
也
云
云
。

町
上
宮
太
子
拾
瀧
記
引
元
興
寺
流
記
こ
い
ふ
も
の
に
も
、

　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
大
野
空
地
考
今
起
二
豊
浦
寺
一
之
膿
也
。
其
含
利
、
種
々
費
物
、

　
今
藏
・
元
興
腎
症
中
也
。
親
殺
も

な
ざ
あ
っ
て
、
同
じ
穴
の
狐
が
挙
々
に
跳
梁
し
て
居
る
の

で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
是
等
の
史
料
が
よ
し
や
幾
ら
あ
っ

た
ご
し
て
も
、
其
の
す
べ
て
は
竹
島
氏
も
既
に
認
め
ら

る
、
如
く
、
元
興
寺
ご
豊
浦
寺
ご
が
本
來
別
寺
ε
し
て
存

在
し
た
ε
い
ふ
、
到
底
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事
實
の
存
在

に
よ
っ
て
、
悉
く
容
易
に
化
の
皮
を
剥
が
る
べ
き
運
命
に

居
る
も
の
た
る
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
次
に
鷺
本
紀
に
、
大
蓮
物
部
守
屋
が
堂
塔
を
焼
野
し
、

焼
野
の
佛
像
を
難
破
堀
江
に
投
じ
、
三
野
を
凌
辱
し
た
と

あ
る
事
を
、
本
書
に
は
孝
悌
天
皇
が
佛
法
を
破
却
せ
ら
れ

た
事
ε
な
し
、
而
も
櫻
井
道
場
だ
け
は
、
大
后
大
々
王
が

「
我
が
後
宮
ぞ
」
ご
云
っ
て
抗
議
せ
ら
れ
た
が
爲
に
、
此
の

際
も
幸
に
無
難
で
あ
っ
た
ビ
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
是

　
　
　
第
十
魯
　
　
研
　
究
　
　
．
，
匹
醍
醐
本
諸
寺
隷
趣
所
牧
「
元
興
蔀
静
聴
」
に
轟
い
て
（
上
）

は
若
し
櫻
井
道
場
が
破
却
せ
ら
れ
た
と
あ
っ
て
は
、
此
の

寺
に
あ
っ
た
ε
い
ふ
聖
明
王
献
上
の
単
葉
像
や
、
鹿
深
臣

特
來
の
彌
勒
像
や
、
等
等
載
得
の
佛
舎
利
ま
で
が
、
悉
く
後

ま
で
無
事
に
元
興
寺
に
保
存
せ
ら
れ
て
居
る
ビ
い
ふ
事
實

に
至
難
を
生
す
る
鴬
で
あ
る
。
何
ぞ
知
ら
ん
日
本
紀
の
敏

達
天
皇
十
四
年
の
佛
法
破
却
の
記
事
は
、
其
の
實
欽
明
天

皇
庚
寅
の
年
に
、
大
臣
擁
立
の
死
去
に
乗
じ
て
反
町
涙
の

行
っ
た
所
を
、
日
本
紀
に
は
誤
っ
て
前
後
二
度
に
重
出
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
明
論
旨
…
獄
の
繹
迦
像
は
、
或
は
茄

の
隠
釘
の
法
難
に
失
は
れ
た
で
も
あ
ら
う
が
、
直
達
天
皇

十
四
年
の
時
の
法
難
は
、
其
の
實
日
本
紀
所
引
の
或
本
の

説
の
如
く
、
馬
子
謬
う
て
之
に
從
は
な
か
っ
た
の
で
、
彌

勒
橡
も
、
佛
舎
利
も
皆
無
事
で
あ
っ
た
の
だ
Q
経
っ
て
大

后
大
々
王
の
御
抗
議
な
ざ
を
持
ち
識
す
必
要
も
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
次
に
本
書
に
は
三
尼
の
百
重
に
渡
っ
て
受
戒
し
た
事
に

就
い
て
、
く
だ
一
し
い
事
を
記
し
て
あ
る
が
、
是
は
大

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
四
一
（
塁
二
）



駕
一
十
｛
壱
　
　
研
　
究
　
　
醍
醐
本
藩
…
毒
輪
詠
縄
…
既
　
耽
つ
兀
舞
耳
漏
椰
起
」
に
就
い
て
（
上
）

膿
日
本
記
の
記
事
に
よ
り
、
そ
れ
に
除
毒
な
技
葉
を
つ
け

た
に
外
な
ら
譲
。
併
し
な
が
ら
本
書
に
は
此
の
事
に
園
聯

し
て
、
「
既
の
國
に
は
た
い
尼
寺
あ
っ
て
法
師
寺
及
び
僧
な

し
」
芸
ひ
、
尼
寺
た
る
櫻
弁
嘉
連
繋
に
謝
し
て
法

師
寺
を
建
立
す
る
の
必
要
を
述
べ
て
、
所
謂
法
師
寺
た
る

面
通
寺
の
建
立
の
事
に
導
い
て
あ
る
の
は
日
本
憾
言
は
澱

所
で
あ
る
。
而
も
其
の
所
謂
法
師
寺
な
る
も
の
は
其
の
實

日
本
紀
記
す
る
所
の
法
興
寺
に
當
る
の
で
あ
る
が
、
本
書

は
直
接
そ
れ
が
法
興
寺
た
る
申
畢
を
言
っ
て
な
い
。
た
や
其

の
建
立
に
就
い
て
、
聖
徳
太
子
馬
子
大
臣
先
づ
倶
に
寺
を

平
す
慮
を
見
定
め
、
や
が
て
崇
峻
天
皇
元
年
に
百
濟
か
ら

六
口
の
僧
、
四
ロ
の
工
入
等
を
奉
っ
た
の
で
、
鋤
の
年
鰻

垣
假
房
を
作
ら
し
め
た
こ
あ
る
所
に
、
是
れ
帥
ち
法
興
寺

で
あ
る
こ
ご
を
知
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
本
書
に

は
そ
の
津
名
を
建
通
寺
ご
云
ひ
て
法
興
寺
ご
は
言
は
す
、

　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

元
興
寺
驚
愕
建
遍
寺
は
義
々
相
並
ん
だ
僑
尼
の
二
寺
こ

な
し
、
而
し
て
そ
れ
を
作
り
給
う
た
大
々
王
天
皇
、
帥
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
二
　
（
五
ニ
ニ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　

推
古
天
皇
の
御
事
を
、
法
興
皇
ご
費
す
と
云
っ
て
あ
る
の

で
あ
る
。
是
れ
蓋
し
爾
者
を
合
併
し
て
法
興
寺
即
ち
飛
鳥

寺
ご
云
は
ん
こ
す
る
も
の
で
．
こ
、
に
縁
鵡
作
者
の
苦
心

が
あ
っ
た
所
ご
塾
せ
ら
れ
る
。

　
更
に
本
書
に
は
、
推
古
天
皇
が
此
の
爾
寺
に
諭
し
て
田

園
封
戸
の
御
寄
附
、
佛
像
の
御
造
本
、
等
種
々
の
善
根
功

徳
を
積
み
給
う
た
事
を
こ
ご
《
＼
し
く
叙
し
て
、
永
世
何

者
も
が
そ
れ
を
．
奪
ふ
こ
ご
の
出
來
な
い
こ
ご
を
繰
り
返
し

一
述
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。
彼
の
佛
本
態
宮
前
ご
か
、

聖
武
天
皇
の
宣
命
と
か
い
ふ
拙
劣
極
ま
る
儒
作
物
も
畢
覧

は
之
を
翫
べ
た
い
が
爲
に
作
ら
れ
た
に
風
な
ら
な
い
の

だ
。
曰
く
、

爾
時
天
皇
線
邸
從
〆
座
起
、
倉
掌
、
伊
天
、
謹
流
二
議

箏
汐
、
我
現
在
釜
、
六
親
窟
、
羽
慣
癒
鰹
叢
詣

瀞
譲
鑑
無
縫
舗
擬
勢
御

　
宮
一
、
駕
ご
尼
寺
一
、
由
林
園
田
漬
封
戸
奴
上
等
、
更
納
奉
。
叉



　
敬
罰
造
三
四
浄
土
寸
一
、
　
田
園
封
戸
奴
脾
等
納
奉
。
　
叉
㎝
敬
司
出
戸
丈
六
二

　
蠣
一
、
噌
久
崎
二
二
絵
種
々
輩
口
根
一
。
以
二
此
功
葎
悶
一
、
我
現
在
｛
父
母
六

　
　
　
　
ノ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

　
親
巷
騰
等
爲
、
焼
目
流
触
法
一
罪
、
及
所
奉
危
物
返
取
滅
之
罪
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
じ

　
悉
欲
丁
贋
除
滅
、
面
尉
奉
彌
勒
一
、
聴
堪
聞
正
法
一
，
悟
二
無
生
忍
酷
、

　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

　
漣
成
丙
正
ム
畳
、
十
方
諸
佛
及
四
天
等
嘘
甲
。
三
二
至
誠
心
一
誓
罎

　
所
レ
出
一
二
寺
、
及
二
二
叩
丈
六
、
い
更
ス
・
塩
倣
、
不
〆
流
、
不
γ
研
、
不

　
　
　
　
　
　
　

　
〆
焼
、
二
三
所
ド
納
種
々
諸
物
、
更
不
二
雛
二
一
、
不
γ
滅
、
不
レ
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

　
不
〆
謬
也
。
三
冠
正
身
、
三
一
後
嗣
子
孫
等
、
若
疎
肉
入
等
、
若

　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
シ
　
リ
　

リ
　
　
ル
　
ラ
バ

　
有
二
此
手
躯
丈
六
所
納
三
物
、
蓮
、
逼
、
取
、
月
一
有
二
如
〆
此
事
H

　
者
、
必
弓
田
γ
受
二
種
々
大
災
大
差
一
Q
（
下
略
）

ま
だ
此
の
外
に
も
、
是
に
類
し
た
語
を
繰
り
返
し
て
、
寺

物
を
犯
す
も
の
、
災
鍋
、
佛
を
恭
敬
す
る
も
の
三
腸
徳
を

く
だ
く
し
く
述
べ
立
て
、
居
る
の
で
あ
6
。
是
れ
蓋
し

此
の
寺
塔
退
し
、
寺
領
が
押
蒸
せ
ら
れ
、
寺
物
が
犯
用
さ

る
、
に
謝
す
る
、
寺
俗
等
の
最
後
の
悲
鳴
の
僻
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
澱
。
一
雨
の
以
外
に
も
、
事
實
の
矛
盾
、
用
語
の

不
穏
二
等
、
指
摘
す
べ
き
甚
多
く
の
馬
脚
を
有
し
て
居
る

が
、
以
上
違
べ
た
研
…
だ
け
で
も
既
に
其
の
無
作
の
讃
媛
充

分
過
ぎ
る
程
で
あ
る
か
ら
、
狂
人
走
れ
ば
不
狂
人
ご
も
に

走
る
の
晒
を
避
け
て
、
大
抵
は
省
略
に
附
す
る
事
ビ
す

る
。

ポ
　
リ

ビ
オ
ス
の
史
風
㈲

丈
學
士
　
原

随

園

十
第
十
巷

彼
の
歴
吏
槻
、
そ
の
一
、

超
自
然
力
の
排
除
。

　
研
　
究
　
　
粛
リ
ビ
ナ
ス
の
吏
風
（
下
）

　
彼
の
歴
史
魏
、
翻
ち
彼
が
歴
史
事
件
を
ざ
う
見
た
か
ε

い
ふ
中
に
於
て
、
最
も
注
目
さ
る
、
の
は
、
歴
吏
事
件
が
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四
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